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○山田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

平成29年２月20日告示第24号 

改正 

平成30年７月10日告示第74号の２ 

山田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱を次のように定め、平成29年４月１

日から施行する。 

山田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

（趣旨） 

第１ この要綱は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115

条の45第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）

の実施に関し、法及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よるもののほか、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効

な実施を図るための指針（平成27年厚生労働省告示第196号）において使用する用語

の例による。 

(１) 要支援者 法第９条に規定する被保険者のうち法第32条の規定により要支援

認定を受けた者をいう。 

(２) 事業対象者 65歳以上の者であって、施行規則第140条の62の４第２号の規定

に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第197号）様式第１

（以下「基本チェックリスト」という。）の記入内容が同基準に該当した者をいう。 

(３) サービス事業 法第115条の45第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（以

下「訪問型サービス」という。）、同号ロに規定する第１号通所事業（以下「通所

型サービス」という。）及び同号ハに規定する第１号生活支援事業（以下「生活支

援サービス」という。）をいう。 

（実施主体） 

第３ 総合事業の実施主体は、山田町とする。 

２ 町長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる

ものとする。 
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（事業内容及び対象者） 

第４ 総合事業の事業内容及び対象者（町内に住所を有する者に限る。）は、別表第１

のとおりとする。 

（事業の実施方法） 

第５ 総合事業は、町が直接実施するもののほか、次の各号のいずれかの方法により実

施するものとする。 

(１) 法第115条の45の３第１項の規定に基づく指定事業者（以下「指定事業者」と

いう。）による実施 

(２) 法第115条の47第４項の規定に基づく施行規則第140条の69に規定する基準に

適合する者に対する委託による実施 

(３) 施行規則第140条の62の３第１項第２号の規定に基づく補助による実施 

（指定事業者が行う事業に要する費用の額） 

第６ サービス事業を指定事業者により実施する際に要する費用の額は、別表第２に定

める区分及びサービスの事業ごとの単位数に１単位の単価を乗じて算定するものと

する。 

（第１号事業支給費の額） 

第７ 第５第１号の規定による事業の実施に係る法第115条の45の３第１項に規定する

第１号事業支給費の支給は、当該事業を実施した指定事業者に支払うことにより行う

ものとする。 

２ 前項の規定により支給する第１号事業支給費の額は第６の規定により算定した費

用の額の100分の90に相当する額とする。 

３ 第５第１号に規定する事業の利用者が法第59条の２第１項に規定する居宅要支援

被保険者である場合（次項に規定する場合を除く。）において支給する第１号事業支

給費の額は前項の規定にかかわらず、第６の規定により算定した費用の額の100分の

80に相当する額とする。 

４ 第５第１号に規定する事業の利用者が法第59条の２第２項に規定する居宅要支援

被保険者である場合において支給する第１号事業支給費の額は、第２項の規定にかか

わらず、第６の規定により算定した額の100分の70に相当する額とする。 

（第１号事業支給費の特例） 

第８ 町長は、災害その他特別な事情があることにより必要な費用を負担することが困
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難であると認めるときは、要支援者または事業対象者の申請により、第１号事業支給

費の額の特例を決定することが出来る。 

２ 第１号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、町長が別に定めるものとす

る。 

３ 法第60条に規定する介護保険給付の額の特例を受けている要支援者または事業対

象者は、第１号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。 

（給付管理） 

第９ 要支援者がサービス事業を利用する場合は、法第55条の規定に基づく介護予防サ

ービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額（以下「介護予防サー

ビス費等区分支給限度基準額」という。）の範囲内で法第18条第２号に規定する予防

給付と総合事業（指定事業者が実施する事業に限る。）を一体的に給付管理するもの

とする。 

２ 事業対象者が指定事業者の実施する事業を利用する場合は、要支援状態区分が要支

援１の介護予防サービス費等区分支給限度基準額の範囲内で給付管理を行う。ただし、

町長が特に必要と認める場合は、要支援２の介護予防サービス費等区分支給限度基準

額を限度とすることができる。 

（利用料） 

第10 サービス事業の利用者は、指定事業者が行う事業に係る第６の規定により算定し

た費用の額の100分の10に相当する額を利用料として負担するものとする。 

２ 第５第１号に規定する事業の利用者が法第59条の２第１項に規定する居宅要支援

被保険者である場合（次項に規定する場合を除く。）において負担する利用料の額は、

前項の規定にかかわらず、第６の規定により算定した費用の額の100分の20に相当す

る額とする。 

３ 第５第１号に規定する事業の利用者が法第59条の２第２項に規定する居宅要支援

被保険者である場合において負担する利用料の額は第１項の規定にかかわらず、第６

の規定により算定した費用の額の100分の30に相当する額とする。 

４ 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。た

だし、町長が特に認めるときは、この限りでない。 

５ 第１項に規定する利用料は、指定事業者が徴収するものとする。 

（高額介護予防サービス費等相当事業） 
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第11 町長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスにつ

いて、「地域支援事業の実施について」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労

働省老健局長通知。以下「通知」という。）別紙、地域支援事業実施要綱、別記１第

２の１の(１)ア(コ)及び(サ)の例により、同(コ)の高額介護予防サービス費相当事業

及び同(サ)高額医療合算介護予防サービス費相当事業（以下「高額介護予防サービス

費等相当事業」という。）を行うものとする。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防

サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令（平成10年政令第412

号）第29条の２の２及び第29条の３の規定を準用する。 

（第１号事業の利用の手続） 

第12 要支援者及び事業対象者は、事業を利用しようとするとき（介護予防サービスを

併せて利用しようとするときを含む。）は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケ

アマネジメント依頼（変更）届出書（別記様式）を町長に届け出なければならない。 

２ 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者であ

る旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、交付するものとする。 

３ 介護予防支援若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所の変更又は介

護予防支援から介護予防ケアマネジメント若しくは介護予防ケアマネジメントから

介護予防支援へ変更する場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメ

ント依頼（変更）届出書（別記様式）を町長に届け出なければならない。 

（指定事業者の指定基準等） 

第13 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じ、

それぞれ次に定める指定基準に従い、サービス事業を行わなければならない。 

(１) 訪問型サービス 

介護予防訪問介護相当サービスに係る人員、設備及び運営の基準については、介

護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４号）附則第

２条第３号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービ

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等にかかる介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧

介護予防サービス等の基準」という。）の例による基準において規定する基準（こ

の場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第２項中「２年間」とある
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のは「５年間」と読み替えるものとする。） 

(２) 通所型サービス 

介護予防通所介護相当サービスに係る人員、設備及び運営の基準については、旧

介護予防サービス等の基準の例による基準（この場合において、旧指定介護予防サ

ービス等基準第106条第２項中「２年間」とあるのは「５年間」と読み替えるもの

とする。） 

２ 指定事業者の指定に係る申請等に関する手続は、町長が別に定める。 

（本町の区域外の事業所に係る特例） 

第14 第６、第７及び第９の規定にかかわらず、本町の区域外にある事業所（町長が行

った指定事業者の指定に係るものに限る。）において指定事業者が行う事業が行われ

る場合において、町長が適当であると認めるときは、当該指定事業者が行う事業に要

する費用の額、当該指定事業者が行う事業に係る第１号事業支給費の額及び当該指定

事業者が行う事業に関する基準は、当該事業所の所在する市町村（特別区を含む。）

の長が定めるところによるものとする。 

（事業対象者の有効期間） 

第15 事業対象者の有効期間は、基本チェックリスト実施日から３年間とする。ただし、

基本チェックリスト実施日が月の初日でない場合の有効期間は、当該実施日から当該

実施日が属する月の末日までの期間と翌月の初日から起算した３年間を合算した期

間とする。 

２ 事業対象者は、前項に定める有効期間の満了後においてもサービス事業を利用しよ

うとするときは、町長が定めるところにより、再度、第２第２号に規定する事業対象

者に該当しなければならない。この場合において、有効期間は前項の期間満了日の翌

日から３年間とする。 

（守秘義務） 

第16 総合事業の実施に当たっては、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得

た秘密を他に漏らしてはならない。 

（補則） 

第17 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に

定める。 

前 文（抄）（平成30年７月10日告示第74号の２） 
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平成30年８月１日から施行する。 

別表第１（第４関係） 

  

事業構成 事業内容 対象者 

介 護 予

防・生活支

援サービ

ス事業 

訪問型サ

ービス 

介護予防

訪問介護

相当サー

ビス 

法第115条の45第１項第１号イに規定

する第１号訪問事業のうち、地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保の促

進に関する法律（平成元年法律第64号。

以下「医療介護総合確保推進法」とい

う。）第５条による改正前の法第８条

の２第２項に規定する介護予防訪問介

護に相当する訪問型サービス 

要支援者及

び事業対象

者 

訪問型サ

ービスＣ 

保健・医療の専門職により提供される

サービスであって、３か月から６か月

間までの短期間で行われるもの 

要支援者及

び事業対象

者 

通所型サ

ービス 

介護予防

通所介護

相当サー

ビス 

法第115条の45第１項第１号ロに規定

する第１号通所事業のうち、医療介護

総合確保推進法第５条による改正前の

法第８条の２第７項に規定する介護予

防通所介護に相当する通所型サービス 

要支援者及

び事業対象

者 

生活支援サービス 法第115条の45第１項第１号ハに規定

する第１号生活支援事業のうち、施行

規則第140条の62の７第１号及び第２

号に規定する栄養の改善と安否確認を

目的にした配食支援 

要支援者及

び事業対象

者 

介護予防ケアマネジ

メント 

法第115条の45第１項第１号ニに規定

する第１号介護予防支援事業 

要支援者及

び事業対象

者 

一般介護介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の65歳以上の
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予防事業 活用により、閉じこもり等何らかの支

援を必要とする者を把握し、介護予防

活動につなげる事業 

者 

介護予防普及啓発事

業 

介護予防の普及啓発に資する介護予防

教室等の開催、有識者等による講演会

並びに介護予防の基本的な知識を普及

啓発するためのパンフレット等の作成

及び配布を行う事業 

65歳以上の

者及びその

支援のため

の活動に関

わる者 

地域介護予防活動支

援事業 

誰でも一緒に参加することのできる介

護予防活動の地域展開を目指して、介

護予防に資する住民主体の通いの場等

の活動を支援する事業 

65歳以上の

者及びその

支援のため

の活動に関

わる者 

地域リハビリテーシ

ョン活動支援事業 

地域における介護予防を機能強化する

ためリハビリテーションに関する専門

的知見を有する者による介護予防の取

り組みを総合的に支援する事業 

65歳以上の

者及びその

支援のため

の活動に関

わる者 

別表第２（第６関係） 

  

事業区分 単位数 １単位の単価 

介 護 予

防・生活

支援サー

ビス事業 

訪問型サー

ビス 

介護予防訪問介護相

当サービス 

通知別添１の１に定

める単位数 

10円 

通所型サー

ビス 

介護予防通所介護相

当サービス 

通知別添１の２に定

める単位数 

10円 

介護予防ケアマネジメント 通知別添１の３に定

める単位数 

10円 
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別記様式（第12関係） 

介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

区  分 

新規 ・ 変更 

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号 

フリガナ                                          

        

個 人 番 号 

            

生 年 月 日 性 別 

明･大･昭   年  月  日 
男 ・ 女 

介護予防サービス計画の作成を依頼（変更）する介護予防支援事業者 

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター 

介護予防支援事業所名 

地域包括支援センター名 

 

介護予防支援事業所の所在地 

地域包括支援センターの所在地 

 

  

介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者 

※居宅介護支援事業者が介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを受託する場合のみ記入してください。 

居宅介護支援事業所名  居宅介護支援事業所の所在地 〒  

 

 

 

 

電話番号    (   )                      

介護予防支援事業所若しくは地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所を変更する場合の理由等 

※変更する場合のみ記入してください。 

 

                    変更年月日 

（     年  月  日付 ） 

山田町長 様 

  上記の介護予防支援事業者（地域包括支援センター）に介護予防サービス計画の作成又は介護予防

ケアマネジメントを依頼することを届け出します。 

 

     年   月   日 

被保険者 

住 所 

 

 

 
電話番号   (   ) 

氏 名  ㊞ 

確認欄 

□ 被保険者資格 □ 届出の重複 

□ 介護予防支援事業者事業所（地域包括支援センター）番号  

                                          

（注意） １ この届出書は、介護予防サービス計画の作成又は介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所が決ま

り次第速やかに山田町へ提出してください。 

２ 介護予防サービス計画の作成若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する介護予防支援事業所（地

域包括支援センター）又は介護予防支援若しくは介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援

事業所を変更するときは、変更年月日を記入のうえ、必ず山田町へ届け出てください。届け出のない

場合、サービスに係る費用を一旦、全額自己負担していただくことがあります。 

３ 住所地特例の対象施設に入居中の場合は、その施設の住所地の市町村の窓口へ提出してください。 

 


